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認定こども園 ふじま幼稚園 重要事項説明書 

（令和７年４月１日現在） 

本重要事項説明書は、教育・保育の提供の開始にあたり、あらかじめ教育・保育の内容等

に関する事項について説明するものです。 

  

１ 施設運営主体 

名  称 学校法人 ふじま幼稚園 

所 在 地 川越市熊野町１３－１０ 

電 話 番 号 ０４９－２４２－７７７７ 

代 表 者 氏 名 理事長 新井 美津江 

 

   ２ 利用施設 

施 設 の 種 類 幼保連携型認定こども園 

施 設 の 名 称 認定こども園 ふじま幼稚園 

施 設 の 所 在 地 川越市熊野町１３－１０ 

連  絡  先 
電話番号 ０４９－２４２－７７７７ 

F A X ０４９－２４８－４５８１ 

管  理  者 園長 寺島 洋幸 

対 象 児 童 
児童福祉法及び子ども・子育て支援法の定めるところにより、保

育を必要とする小学校就学前の子ども 

利 用 

定 員 

クラス ０歳児 １歳児 ２歳児 満３歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 

１ 号 － － － １５ ３５人 ３５人 ３５人 

２号・３号 － ７人 １１人 － １７人 １７人 １８人 

認 可 年 月 日 平成３１年３月３１日  

事 業 所 番 号 １１２０１５１０００５８０ 

   ※利用定員は令和７年度より変更となります。 

 

３ 当園の目的・運営方針 

  認定こども園 ふじま幼稚園（以下「当園」という。）は、以下の運営方針に基づき、

教育・保育を必要とする園児を日々受け入れ、保育を行うことを目的とします。 

 ◎ 理念 

   「一人一人を大切に 明るく心身ともに逞しく 我慢強い子」 

 ◎ 方針 

   ①直接体験を通じ、健康で感性豊かな子を育てる。 

   ②自ら創意工夫し、課題を乗り越えようとする逞しい子を育てる。 

   ③自分を表現しつつ、相手を思いやる心優しい子を育てる。 

 ◎ 子ども像（目標） 
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   笑顔が溢れ、いつも明るく元気な子 

４ 当園における事業・設備等の概要 

(1) 施設 

敷 地 
敷地全体 ２０５４．７４㎡ 

園庭 ９２０．３３㎡ 

園 舎 
構 造 ＲＣ造 

延べ面積 １３９８．６５㎡ 

  

（2）主な設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 職員の勤務体制（予定） 

職種 職務内容 常勤 非常勤 

理事長 法人理事代表    1人     人 

園長 運営管理者    1人     人 

副園長 園長補佐・保育教諭管理者    1人     人 

保育教諭 教育・保育に従事する ２２人   ７人 

事務員 事務管理  1人    ３人 

運転手 園バス運行者  ３人     人 

学校医 保健管理    人    １人 

学校歯科医 保健管理    人   １人 

当園では、川越市幼保連携型認定こども園の学級、職員、設備及び運営に関する基準を

定める条例（平成２６年条例第６３号）に定める基準及び関係法令等を遵守し、教育・保

育の実施に必要な職員として、上記の職種の職員を配置しています。 

 

６ 教育・保育を提供する日 

当園の教育・保育を提供する日は下記を除く、月曜日から土曜日となります。 

(1) 教育標準時間認定に係る休業日 

 ア 土曜日、日曜日 

 イ 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日 

 ウ 春季休業日  ４月１日から４月８日まで（予定） 

 エ 夏季休業日  ７月１９日から８月２８日まで（予定） 

 オ 冬季休業日  １２月２０日から１月８日まで（予定） 

設備 部屋数 面積 備考 

保育室 ９室 ５２０．０１㎡ ３～５歳児 

２歳児保育室 １室 ２８．１６㎡ ２歳児 

満３歳児保育室 １室 ５８．１２㎡ 満３歳児 

ほふく室 １室 ２７．９１㎡ １歳児 

遊戯室 １室 ２０８．９０㎡  

職員室・医務室 １室 １１３．８２㎡  

調理室 １室 ４０．６４㎡  



3 

 

 カ 学年末休業日 ３月１８日から３月３１日まで（予定） 

 キ 開園記念日  ２月２０日 

ク 振替休日   ふじま祭り・運動会・音楽発表会・ふじまっこ発表会 

ケ 県民の日   １１月１４日 

(2) 保育認定に係る休業日 

 ア 年末年始   １２月２９日から１月３日まで（予定） 

 イ 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日 

 ウ 日曜日 

 

７ 保育を提供する時間 

  保育を提供する時間は、次のとおりです。 

 (1) 教育標準時間認定に係る教育時間 

   ８時３０分から１４時００分までとなります。 

   なお、上記以外の時間帯において、保護者が必要とする場合は、７時３０分から８時

３０分まで又は１４時００分から１８時３０分までの範囲内で、一時預かり事業を提

供いたします。（一時預かり事業の利用に当たっては、通常の保育料の他に、別途利用

者負担が必要になります。） 

 (2) 保育標準時間認定に係る保育時間 

   保育標準時間認定に係る支給認定を市町村から受けている方の場合、７時３０分か

ら１８時３０分までの範囲内で、保育を必要とする時間となります。 

(3) 保育短時間認定に係る保育時間 

 保育短時間認定に係る支給認定を市町村から受けている方の場合、８時３０分から１

６時３０分までの範囲内で、保育を必要とする時間となります。 

   なお、上記以外の時間帯において、やむを得ない理由により保育が必要な場合は、７

時３０分から８時３０分まで又は１６時３０分から１８時３０分までの範囲内で、延長

保育を提供いたします（延長保育の利用に当たっては、通常の保育料の他に、別途利用

者負担が必要となります）。 

 

８ 提供する教育・保育等の内容 

  当園は、幼保連携型認定こども園教育・保育要領（平成２６年４月３０日内閣府・文部

科学省・厚生労働省告示第１号）を踏まえ、以下の教育・保育その他の便宜の提供を行い

ます。 

(1) 一日の日程 

（１号認定の場合） 

     ７時３０分  一時預かり保育 

８時３０分  登園・健康視診   

       自由遊び 

１０時００分  入室、主活動 

１２時１５分  昼食 

１３時１５分  降園準備 

１４時００分  降園・一時預かり事業 
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１８時３０分   

（２号認定の場合） 

     ７時３０分  登園（保育標準時間）・健康視診、延長保育（保育短時間） 

８時３０分  登園（保育短時間）・健康視診、自由遊び 

    １０時００分  入室、主活動 

    １２時１５分  昼食 

    １６時３０分  降園（保育短時間）・延長保育（保育短時間） 

１８時３０分  降園（保育標準時間） 

  （３号認定の場合） 

     ７時３０分  登園（保育標準時間）・健康視診、延長保育（保育短時間） 

     ８時３０分  登園（保育短時間）健康視診、自由遊び 

     ９時３０分  おやつ 

    １０時００分  主活動 

    １１時００分  昼食 

    １２時３０分  午睡 

    １５時１５分  おやつ 

    １６時３０分  降園（保育短時間）・延長保育（保育短時間） 

    １８時３０分  降園（保育標準時間） 

(2) 食事の提供 

献立表は毎月別途お知らせします。 

   食物アレルギー等がある場合には、医師の診断書を提出していただきます。 

 

９ 利用料金 

 (1) 特定教育・保育に係る利用者負担（保育料） 

   支給認定を受けた市町村が定める保育料をお支払いください。 

 (2) 保育の提供に要する実費及び上乗せ徴収に係る利用者負担金等 

   (1)に掲げる保育料のほか、別表に掲げる費用を負担していただきます。 

   お支払方法については、毎月１０日に郵便局口座より引き落としとなります。 

   実費徴収の返金については、欠席された場合、一部返金対応致します。 

（3）教育充実費・諸費用については、年間で計算された費用となりますので、欠席された

場合、原則返金は対応致しかねます。但し休園措置等の場合は都度判断致します。 

 

10 利用の開始及び終了に関する事項 

(1) 定員を超える応募があった場合の利用者の内定は下記の通りとします。 

ア 教育標準時間認定の利用者は、当園の定める選考方法によります。 

イ 保育認定の利用者は市の利用調整によります。 

(2) 利用決定は利用契約書の締結によります。 

(3) 当園は、以下の場合には保育の提供を終了いたします。 

  ・子ども・子育て支援法第１９条に定める支給要件に該当しなくなったとき 

  ・保護者から当園の利用について取り消しの申し出があったとき 

  ・その他、利用の継続について重大な支障又は困難が生じたとき 
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11 学校医等 

 (1) 学校医 

医 療 機 関 の 名 称 順天堂大学医学部小児科 

医 師 名 新井 喜康 

所   在   地 東京都文京区本郷２－１－１ 

電  話  番  号  ０３－３８１３－３１１１ 

 (2) 学校歯科医（予定） 

医 療 機 関 の 名 称 北川歯科 

医  院  長  名 北川 純 

所   在   地 川越市清水町１４－１４ 

電  話  番  号 ０４９－２４２－５８８２ 

 

12 緊急時の対応 

   園児に体調の急変等の緊急事態が発生した場合には、保護者の指定する以下の医療

機関及び緊急連絡先等へ速やかに連絡を行います。 

かかりつけ医療機関 

医療機関名：傍島外科 

診 療 科：外科、内科、消化器科、循環器科 

主 治 医：傍島 潤 

所 在 地：川越市藤間９３７－３ 

電 話 番 号：０４９－２４５－３２１１ 

 

13 要望・苦情等に関する相談窓口 

   当園では，要望・苦情等に係る窓口を以下のとおり設置しています。 

ご利用相談 

窓口 

・受付担当者  山田 香織 

・ご利用時間  ８：３０～１６：３０ 

・電 話 番 号  ０４９－２４２－７７７７ 

 Ｆ Ａ Ｘ   ０４９－２４８－４５８１ 

 担当者が不在の場合は、職員までお申し出ください。 

解決責任者 寺島 洋幸 

 

14 非常災害時の対策 

防火管理者名 寺島 洋幸 

非常時の対応 別途に定める、消防計画書により対応します。 

防災設備 

・自動火災報知機  有    ・誘 導 灯    有  

・ガス漏れ報知機  有    ・非常警報装置   有 

・非常用電源    無    ・スプリンクラー  無 

・その他、カーテン、敷物、建具等の防炎処理  有 

避難・消火訓練  避難及び消火の訓練を実施します。 
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15 利用者に対しての保険の種類・保険事故・保険金額 

   当園では、以下の保険に加入しています。 

保険の種類 日本スポーツ振興センター 

保険の内容 災害共済 

保険金額 ２４０円 

   ※入園後、保険内容等は別途お知らせ致します。 

 

16 守秘義務及び個人情報の取扱い 

(1) 守秘義務 

教育・保育の提供に当たって、職員及び職員であった者が知り得た個人情報や秘

密は、法令による場合を除くほか、保護者の同意を得ずに第三者に提供することは

ありません。 

(2) 個人情報の取扱い 

園児及びその保護者等に係わる個人情報については、以下の目的のために必要最小

限の範囲内においてのみ使用します。 

ア 小学校への円滑な移行・接続が図れるよう、卒園に当たり入学する予定の 

小学校との間で情報を共有すること。 

 イ 他の幼稚園等へ転園する場合その他兄弟姉妹が別の施設等に在籍する 

場合において、他の施設との間で必要な連絡調整を行うこと。 

 ウ 緊急時において、病院その他関係機関に対し必要な情報提供を行うこと。 

 

17 虐待防止のための措置に関する事項 

 当園は、子どもの人権の擁護・虐待の防止のため以下の措置を講じ、教育・保育

の提供中に、当園の職員又は養育者（保護者等園児現に養育する者）による虐待を

受けたと思われる子どもを発見した場合は、速やかに児童虐待の防止等に関する

法律の規定に従い、児童相談所、市役所担当部署等の機関に通知します。 

    ア 人権の擁護・虐待等の防止等に関する必要な体制の整備 

    イ 職員による園児に対する虐待等の禁止 

    ウ 虐待の防止、人権に関する啓発のための職員に対する研修の実施 

    エ その他虐待防止のために必要な措置 
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当園におけるその他の留意事項 

 

①  教育目標・方針を理解・賛同します。 

②  園の方針に従い、同園の決まりを遵守します。 

③  園との連携を図ります。（お子様の発達に応じた対処等を要求する場合も含む） 

④  園と保護者様で園生活を充実したものにします。 

⑤  登園・降園の際、事故のないように協力致します。 

⑥  バスを利用される場合、約束を守ります。 

⑦  学年集会（懇談会）・参観日等には出席致します。 

⑧  ふじま幼稚園内での宗教活動及び物品販売は致しません。 

⑨  保育料・諸経費等は必ず期限内に納金します。（尚、諸般の事情により諸経費等が

変更になる場合があります。） 

⑩  緊急事態等により、国、自治体等の指示または、園の判断により休園等の措置をと

る場合もあります。その際は園の方針に従います。 
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別表 

１ 教育・保育の提供に要する実費に係る利用者負担金 

項    目 
内容、負担を求める理由及び目

的 
金   額 

上

乗

せ

徴

収  

 

入園準備金   ４０，０００円 

教育充実費 

外部委託教育指導費（体育等） 

食育充実費 

人員配置費 

月額（１号）８，２００円 

月額（２号）８，２００円  

月額（３号）９，８００円  

諸費用  
施設費 月額    １，８００円 

バス維持費 月額      ６００円  

実費徴収  

給食費（誕生会牛乳代含む） 月額（１号）４，８００円  

  〃 月額（２号）８，２５０円  

  〃 月額（３号）    ０円  

バス代（利用者のみ）登降・課外 
月 額  １ ， ０ ０ ０ 円 ～   

３，０００円  

プール代（年間７～９回程度） １回    １，１００円  

保険代 年間      ２４０円  

園服代（購入枚数によって異なる）    約５５，０００円 

教材費（各学年で異なります） 
年間 約１０，０００～  

２５，０００円  

行事参加費（遠足、芋掘り、だ

いこん・にんじん掘り等） 

年間 約２，０００円～  

     １０，０００円  

※上記実費としている項目については、徴収の都度金額の詳細を通知します。 

※物価上昇等の影響により金額が変更となる場合があります。 

 

２ 延長保育に係る利用者負担 

認定区分 延長保育利用時間 金  額 

保育標準時間認定 
― ― 

― ― 

保育短時間認定 

７:３０～ ８:３０ 
２号 ４００円／１時間 

  ３号 ５００円／１時間 

１６:３０～１８:３０ 
２号 ４００円／１時間 

  ３号 ５００円／１時間 

３ 一時預かり事業に係る利用者負担（１号） 

利用日 利用時間 金  額 

平日 
７：３０ ～ ８：００ ２９０円 

８：００ ～ ８：３０ １５０円 



9 

 

１４：００ ～ １８：００ 

２９０円／１時間 

１５０円／３０分 

 

１８：００ ～ １８：３０ ２９０円 

長期休業日 

８：００ ～ １８：００ ３，０００円／１日 

７：３０ ～  ８：００ 

１８：００ ～ １８：３０ 
２９０円 

※休園日、又、長期休暇中の土曜日は２９０円／１時間 

満３歳児クラス 

利用日 保育時間 金  額 

 

 

平日 

 

 

８：３０ ～ １３：３０ 

保育料    無償 

給食費    ４，８００円 

施設費    １，８００円 

バス維持費    ６００円 

行事費      ５００円～ 

教材費等   約５，０００円 

プレクラス 

利用日 保育時間 金  額 

 

 

 

 

 

平日 

 

 

 

 

 

８：３０ ～ １３：３０ 

週２コース １０，０００円 

週４コース ２０，０００円 

週５コース ２４，０００円 

 

給食費 

週２コース  ２，３５０円 

週４コース  ３，７５０円 

週５コース  ４，８００円 

 

施設費    １，８００円 

バス維持費    ６００円 

行事費     ５００円～ 

教材費等  約５，０００円    

たまごルーム 

利用日 利用時間 金  額 

 

 

 

平日 

① 午前コース 

  ８：３０～１３：３０ 

② 午後コース 

１３：３０～１６：００ 

③ 一日コース 

８：３０～１６：００ 

① ３，０００円 

② １，５００円 

③ ５，０００円 

登録料 １，０００円／年 

単発利用 ６００円／１時間 

     ３００円／３０分 
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乳児等通園支援事業 

利用日 利用時間 金  額 

 

月～金曜日 

① 午前コース 

９：００～１１：３０ 

② 午後コース 

１３：００～１６：００ 

３００円／１ｈ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

 

同 意 欄 

 

 

当園における教育・保育の提供を開始するに当たり、本書面に基づき重要事項の説明

を行いました。 

                    事業所名：認定こども園 ふじま幼稚園 

 

 

私は、本書面に基づいて認定こども園 ふじま幼稚園の利用に当たっての重要事項の

説明を受け、同意しました。 

 

   年  月  日 

 

保護者住所： 

 園児氏名 ： 

 保護者氏名：                 印 

 園児から見た続柄： 

 


